
第
２
回

幌
延
町
議
会

（
定
例
会
）

　
第
２
回
幌
延
町
議
会
（
定
例

会
）
は
３
月
10
日
に
開
会
さ
れ
、

議
案
28
件
、
発
議
２
件
、
報
告

１
件
を
原
案
ど
お
り
可
決
し
、

11
日
に
閉
会
し
ま
し
た
。

　
議
決
さ
れ
た
主
な
案
件
は
次

の
と
お
り
で
す
。

▼
議
案
第
１
号

　
辺
地
に
係
る
公
共
的
施
設
の

総
合
整
備
計
画
の
変
更
に
つ
い

て
　
問
寒
別
・
上
問
寒
・
中
問
寒

辺
地
に
係
る
公
共
施
設
の
総
合

整
備
計
画
の
一
部
を
変
更
す
る

も
の
で
す
。

▼
議
案
第
２
号

　
幌
延
町
国
民
健
康
保
険
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
制

定
に
つ
い
て

　
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対

策
特
別
措
置
法
の
一
部
改
正
に

伴
う
条
例
の
改
正
で
す
。

▼
議
案
第
３
号

　
幌
延
町
子
ど
も
医
療
費
の
助

成
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

　
受
給
資
格
者
の
利
便
性
を
確

保
す
る
た
め
、
医
療
費
の
助
成

に
関
す
る
条
例
の
整
理
を
行
う

も
の
で
す
。

▼
議
案
第
４
号

　
幌
延
町
営
住
宅
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ

い
て

　
町
営
住
宅
に
入
居
す
る
者
の

資
格
の
収
入
上
限
を
２
１
万
４

千
円
か
ら
２
５
万
９
千
円
に
変

更
す
る
も
の
で
す
。

▼
議
案
第
５
号

　
令
和
２
年
度
幌
延
町
一
般
会

計
補
正
予
算
（
第
８
号
）

　
補
正
の
内
容
は
、
歳
出
の
こ

ざ
く
ら
荘
ボ
イ
ラ
ー
設
備
改
修

支
援
事
業
４
６
９
６
万
４
千
円

減
、
地
域
内
消
費
拡
充
プ
レ
ミ

ア
ム
商
品
券
発
行
事
業
１
２
７

０
万
円
の
新
規
計
上
な
ど
で
す
。

▼
議
案
第
６
号

　
令
和
２
年
度
幌
延
町
国
民
健

康
保
険
特
別
会
計
補
正
予
算

（
第
２
号
）

　
補
正
の
内
容
は
、
歳
入
が
普

通
交
付
金
１
８
４
１
万
８
千
円

増
、
特
別
調
整
交
付
金
５
７
３

５
万
８
千
円
増
で
、
歳
出
が
一

般
被
保
険
者
療
養
給
付
費
１
２

３
６
万
３
千
円
増
、
一
般
被
保

険
者
高
額
療
養
費
３
０
８
万
円

増
な
ど
で
す
。

▼
議
案
第
７
号

　
令
和
２
年
度
国
民
健
康
保
険

診
療
所
特
別
会
計
補
正
予
算

（
第
５
号
）

　
補
正
の
内
容
は
、
歳
入
が
国

民
健
康
保
険
特
別
会
計
繰
入
金

５
７
３
５
万
８
千
円
増
、
診
療

受
託
料
１
８
２
万
２
千
円
減
な

ど
で
、
歳
出
が
診
療
所
感
染
防

止
緊
急
対
策
事
業
に
係
る
国
保

診
療
所
改
修
工
事
１
９
４
５
万

９
千
円
の
新
規
計
上
、
医
師
業

務
強
化
費
５
６
万
４
千
円
増
な

ど
で
す
。

▼
議
案
第
８
号

　
令
和
２
年
度
幌
延
町
介
護
保

険
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
３

号
）

　
補
正
の
内
容
は
、
歳
入
が
保

険
者
努
力
支
援
交
付
金
２
６
万

１
千
円
の
新
規
計
上
な
ど
で
、

歳
出
が
各
介
護
サ
ー
ビ
ス
給
付

費
１
６
４
１
万
５
千
円
減
な
ど

で
す
。

▼
議
案
第
９
号

　
令
和
２
年
度
幌
延
町
簡
易
水

道
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算

（
第
３
号
）

　
補
正
の
内
容
は
、
歳
入
が
現

年
度
分
水
道
使
用
料
１
９
８
万

８
千
円
増
で
、
歳
出
が
水
道
管

理
費
６
６
万
４
千
円
減
な
ど
で

す
。

▼
議
案
第
10
号

　
令
和
２
年
度
幌
延
町
下
水
道

事
業
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第

２
号
）

　
補
正
の
内
容
は
、
歳
入
が
下

水
道
使
用
料
２
３
１
万
６
千
円

増
、
個
別
排
水
処
理
施
設
使
用

料
７
万
５
千
円
増
な
ど
で
、
歳

出
が
汚
水
桝
設
置
事
業
１
９
９

万
円
減
な
ど
で
す
。

▼
議
案
第
11
号

　
幌
延
町
重
度
心
身
障
害
者
及

び
ひ
と
り
親
家
庭
等
の
医
療
費

の
助
成
に
関
す
る
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ

い
て

　
受
給
資
格
者
の
利
便
性
を
確

保
す
る
た
め
、
医
療
費
の
助
成

に
関
す
る
条
例
の
整
理
を
行
う

も
の
で
す
。

▼
議
案
第
12
号

　
幌
延
町
斎
場
等
使
用
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
制
定

に
つ
い
て

　
町
所
有
の
霊
柩
車
の
廃
止
に

伴
い
、
斎
場
使
用
に
関
す
る
条

例
の
題
名
を
幌
延
町
斎
場
設
置

条
例
に
改
め
る
と
と
も
に
、
霊

柩
車
廃
止
に
伴
う
民
間
霊
柩
車

使
用
者
の
費
用
負
担
軽
減
の
た

め
、
斎
場
使
用
料
を
減
額
す
る

も
の
で
す
。

▼
議
案
第
13
号

　
幌
延
町
介
護
保
険
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例
の
制
定
に

つ
い
て

　
補
正
の
内
容
は
、
令
和
３
年

度
か
ら
令
和
５
年
度
ま
で
の
各

年
度
に
お
け
る
保
険
料
率
を
定

め
る
も
の
で
す
。

▼
議
案
第
14
号

　
幌
延
町
指
定
地
域
密
着
型
サ

ー
ビ
ス
の
事
業
の
人
員
、
設
備

及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定

め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例
の
制
定
に
つ
い
て
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